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序文 
 

核物質又はその他の放射性物質が悪意のある目的で使用される可能性は、今日の国際

情勢においては排除することができない。国々は、当該物質の防護及び管理を強化し、

かつ核セキュリティ事案に効果的に対応する全体的な責務を果たすことにより、このリ

スクに対応してきた。(加盟)国は、既存の法的枠組みを強化して世界の核セキュリティを

向上させる新しい国際的な法的文書を作成することに合意した。核セキュリティは、原

子力技術の管理面及び核物質又はその他の放射性物質が使用又は輸送される場合におい

て必須のものである。 

IAEA は、核セキュリティ計画を通じて、効果的な核セキュリティ体制を確立、維持、

継続させるために加盟国を支援している。IAEA は、核セキュリティに包括的な手法を採

用してきた。これは、効果的な国の核セキュリティ体制が国際的な法的枠組みの実施、

情報の防護、物理的防護、計量及び管理、当該物質の不正取引の検知と対応、国内の対

応計画、及び危機管理対策の上に成り立つことを認識したものである。IAEA は、核セキ

ュリティ・シリーズにおいて、加盟国が整合性のある総合された方法で当該体制を実践

し継続するように支援することを目的としている。 

IAEA 核セキュリティ・シリーズは、加盟国の核セキュリティ体制の目的及び不可欠な

要素を含んでいる核セキュリティ基本文書、勧告文書、実施指針及び技術手引きから構

成される。 

各国は、核セキュリティに対する完全な責任を果たさなければならない。具体的には、

核物質、その他の放射性物質、並びに、関連施設及び関連活動のセキュリティを提供す

ること、使用、貯蔵、又は輸送中の当該物質のセキュリティを確実にすること、当該物

質の不正取引及び不用意な移転に対応すること、及び核セキュリティ事案に対応する準

備がなされていること、である。 

本文書は、規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質の核セキュリティに

関する勧告レベルの文書である。本文書は、国の経験及び慣習、核セキュリティの分野

の文書、並びに核セキュリティに関係する国際文書に基づいている。これらの勧告は、

国及び所管当局が考慮すべき事項として提供される。 

本文書は、欧州警察機構(EUROPOL)、IAEA、国際民間航空機関(ICAO)、国際刑事警

察機構(ICPO-INTERPOL)、国連地域間犯罪司法研究所(UNICRI)、国連薬物犯罪事務所

(UNODC)及び世界税関機構(WCO)による共著である。 

IAEA 核セキュリティ・シリーズ中のこの文書の作成は、IAEA 加盟国及び共著の機関

からの多くの専門家の貢献によって可能となった。すべての加盟国との広範囲な協議プ

ロセスは、2010 年 2 月の最初のウィーンでの参加制限のない技術会合を含んでいる。そ

の後、草案はさらにコメントと提案を求めるために 120 日間に渡ってすべての加盟国へ

配布された。2010 年 9 月の最終の参加制限のない技術会合において、加盟国から送付の

あったコメントがレビューされ、この文書の最終版に関するコンセンサスが得られた。 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集上の注記 
 

本報告書は、責任、合法・非合法は別にして、いかなる人的側面に係る行為又は不作為にかかわ
る問題を扱っていない。 

本文書に含まれる情報の正確性を維持するために大いなる注意が向けられたものの、IAEA 又は
加盟国のいずれも、本文書の利用に伴ういかなる責任又は影響責任を負わない。 

国又は地域の具体的な指示を使用する箇所は、当該国又は地域の当局と制度の、又は、当該国又
は地域の境界の画定の法的地位に関して出版者、すなわち IAEA の判断を含意するものではない。 

具体的な会社又は製品の名称への言及（登録されたものとして表示されるか否かを問わず）は、
所有権を侵害する何らの意図も含意するものではなく、また、これを IAEA による是認又は勧告
と解すべきではない。 
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1. はじめに 

背景 

1.1. IAEA は、核セキュリティ計画を確立し、国が核セキュリティ体制1を確立、実施、

維持する際に、国が用いることができる勧告及び手引きを提供するための核セキュリテ

ィ文書を策定した。 

1.2. IAEA 核セキュリティ・シリーズの枠組みは、核セキュリティ基本文書、勧告文書、

実施指針及び技術手引きの 4 層からなる文書から構成される。 

1.3. 単一の最上位の文書 ― 核セキュリティ基本文書 ― は、核セキュリティ2の目的及

び不可欠な要素を含んでおり、セキュリティ勧告のための基礎を提供する。 

1.4. 一連の第 2 層の勧告は、核セキュリティの不可欠な要素をさらに詳しく述べ、これ

らの不可欠な要素を適用する際に、国が何を行わなければならないかについての国際的

なコンセンサスを示す。 

1.5. 第 3 及び第 4 層 ― 実施指針及び技術手引き ― は、適切な措置を用いる勧告を実

施することに関するさらに詳細な情報を提供する。 

1.6. この現在の文書は、規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質の核セキ

ュリティのための勧告を提供する。これらの勧告を策定する際に、「核物質防護条約」及

びその「2005 年改訂版」[1]、「核によるテロリズム行為の防止に関する条約」[2]、「国連

安全保障理事会決議 1540 号」 (2004 年)[3]及び「放射線源の安全とセキュリティに関す

る行動規範」[4]のような主に核セキュリティに関連する国際法的文書など、核セキュリ

ティ分野での国の経験及び慣行並びに指針文書が用いられた。核セキュリティと関係の

ある、拘束力のある及び拘束力のないものの両方について、主要な国際文書の立法上の

歴史及び主要な要件の概要が、「IAEA の国際法シリーズ」[5]として出版された。関連す

る国際条約及び取決めのためのその他の情報源としては、「国際テロリズムの防止及び抑

止に関連する国際文書」[6]についての国連文書がある。 

1.7. ここでの勧告は、適用される国際法的文書への締約国によって取られる義務と併せ

て取られるべきであり、当該文書の下での義務に優先するか又は修正するようには意図

されない。この現在の文書は、国が国際法的文書に関してそれらが有するあらゆる義務

                                                 
1 文書中のイタリック体の用語は、定義に関する章で定義される用語を表わす。この文書中で概説される

勧告は、核セキュリティに関連する拘束力のある及び拘束力のない文書の規定に基づいている。これらの

文書に基づく国内法を起草する場合、国はそこで使用される定義がその国内法に適切に組み入れられるこ

とを保証すべきである。 
2 核セキュリティは、核物質、その他の放射性物質、関連施設又は関連活動が関わる又は向けられた犯罪

行為又は意図的な不法行為の防止、検知及び対応に焦点を当てている。核セキュリティに関して悪影響を

有するとして国によって決定されたその他の行為は、適切に扱われるべきである。 
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及び責務を含めて包括的な核セキュリティ体制を実施するのを支援する。 

1.8. 本文書は、以下の核セキュリティ勧告文書と相補性及び整合性がある。 

- 「核物質及び原子力施設の物理的防護(INFCIRC/225/Rev.5)」[7];及び 

- 「放射性物質及び関連施設」[8] 

これらは、規制上の管理下にある核物質及びその他の放射性物質のための勧告を提供す

る。包括的な国の核セキュリティ体制を確立するために、3 つの文書すべてに含まれる

勧告が実施されるべきである。 

1.9. 本文書に含まれる国に対する勧告の焦点は、規制上の管理を外れた核物質及びその

他の放射性物質に関連した、セキュリティ関連の措置についてである。安全とセキュリ

ティの間のインターフェースの重要性を強調するために文書全体に渡って関連する安全

及び緊急時対応手引きが参照される。 

目的 

1.10. 本文書の目的は、次によってその核セキュリティ体制を強化する国への手引きを提

供することであり、その結果、効果的な世界的な核セキュリティの枠組みに貢献するこ

とにある。 

- 規制上の管理を外れた核物質又はその他の放射性物質が関わる核セキュリティに

ついての犯罪行為又は不法行為3の抑止、検知と対応に有効な戦略の実施のための

核セキュリティ体制の能力の確立又は向上についての国及びその所管当局への勧

告の提供 

- 国内又は国外から生じる、規制上の管理を外れたすべての核物質又はその他の放
射性物質を規制上の管理下に置き、必要に応じて、犯罪容疑者を訴追又は引き渡

しすることを確実にすることを目的とした国際協力の支援に係る国に対する勧告 

これらの勧告は、国と当局による検討のために提供されるものの、国の義務ではなく、

また国の主権を侵害するものでもない。 

                                                 
3「犯罪行為(criminal act)」は、国の刑法又は犯罪者処罰法によって通常カバーされる。しかし、「不法行

為(unauthorized act)」は、一般的に行政法又は民法上の問題である。さらに、核物質又はその他の放射性物
質が関わる犯罪行為は、いくつかの国では、引き続くこれらの勧告に関係する可能性のある特別立法に従

うテロリズムの行為に関係する犯罪の構成要素となるかもしれない。核セキュリティの意味合いを伴う不

法行為には、脚注 2 に記述されるような、国によって決定されるような意図的な及び意図的でない不法行

為の両方を含むことができる。国によって決定される場合、核セキュリティの意味合いを伴う犯罪行為又

は不法行為の事例には、次を含む。(1)許認可を受けた者による放射性物質に関する無許可の活動の実施、

(2)当該物質を伴う犯罪行為又は不法行為の企てをしようとして又は当該行為の任務の促進、又は(3) 当該

物質を使用して、犯罪行為又は不法行為を犯そうとする者にアクセス可能とすることで、放射性物質の適

切な管理を維持すべき許認可を受けた者の怠慢。 
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範囲 

1.11. 本文書は、規制上の管理を外れたとして報告された核物質又はその他の放射性物質
並びに規制上の管理を外れたとは報告されていないものの紛失、行方不明又は盗取され

た物質、又は発見された物質の核セキュリティのための国への勧告を提供する。 

1.12. 本文書は、規制上の管理を外れた核物質又はその他の放射性物質が関わる核セキュ

リティについての犯罪行為又は不法行為に対する検知及び警報及び警告の評価、及び等

級別対応のための国への勧告を含んでいる。勧告される活動は、想定脅威の確認、企て

られた行為の評価及び阻止、並びに核セキュリティ事案への対応を対象とする。 

1.13. 本文書は、規制上の管理下にある核物質又はその他の放射性物質のセキュリティの

ための勧告を提供しない。当該物質の勧告は、1.8 項で言及した IAEA 核セキュリティ・

シリーズ文書中に見つけることができる [7, 8] 。 

1.14. 本文書は、許可された使用、貯蔵又は輸送中の核物質及びその他の放射性物質の妨

害破壊行為の防止及び防護に関する勧告、又はその関連施設及び関連活動の妨害破壊行

為の場合の勧告を提供しない。これらの問題は、1.8 項で同定される IAEA 核セキュリテ

ィ・シリーズ文書で取り扱われる [7, 8] 。 

1.15. 被ばく、可能性のある被ばく、又は核物質又はその他の放射性物質のばら撒きを伴

う核セキュリティ事案については、本文書の焦点は、物質の回収及びセキュリティに関

する国への勧告及び核セキュリティ事案の管理にある。国は、被ばく又はばら撒き事案

に対応する際に主に重要となる、健康及び安全の防護のために必要とされる措置につい

てのさらなる情報について IAEA 安全基準シリーズ文書を参照すべきである。 

構成 

1.16. 第 2 章は、国の核セキュリティ体制の目的を提供する。 

1.17. 第 3 章は、国に対する一般的な勧告及び特に国及び様々な所管当局の役割と責任並

びに国の脅威評価に対する一般的な勧告を提供する。 

1.18. 第 4 章は、抑止、情報セキュリティ及び個人の信頼性確認を対象とする。 

1.19. 第 5 章は、阻止及びすべての機器警報又は情報警告の初期の評価を含む検知措置に

関する国への勧告を提供する。 

1.20. 第 6 章は、核セキュリティ事案への対応措置に関する国への勧告を提供する。 

1.21. 第 7 章は、国際協力に関する勧告を対象とする。 

1.22. 文書中のイタリック体の用語は、定義の章で定義されている。 
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2. 規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性
物質のための国の核セキュリティ体制の目的 

2.1. 国の核セキュリティ体制の全体的な目的は、核セキュリティ事案の有害な影響から

人々、財産、社会及び環境を防護することである。この目的を達成するために、国は当

該事案を防止し、検知しかつ対応するための効果的かつ適切な核セキュリティ体制を確

立、実施、維持及び継続すべきである。核セキュリティ体制は、規制上の管理下にある

又は規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質、並びに関連施設及び関連活

動について、それらの存続期間の全体に渡って、対象とする。全体的な目的は、一貫し

た方法で「核物質及び原子力施設の物理的防護に関する核セキュリティ勧告

(INFCIRC/225/Rev.5)」[7]、及び「放射性物質及び関連施設に関する核セキュリティ勧告」

[8]を含むすべての核セキュリティ勧告文書の実施によって達成することができる。規制
上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質のための核セキュリティ体制の目的

は、次によって達成される。 

- 国内の様々な所管当局に関連する行政上及び施行権限を提供するための一連の包括

的及び完全な立法上の規定。その結果、同所管当局は、有効な方法の活動を試みるこ

とができる。 

- 次を含む、同所管当局に割当てられた機能を実施することを可能にする、同所管当
局への十分かつ持続可能な資源の準備 

(1) 規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質に関する核セキュリティ

に密接な関係のある、犯罪行為又は不法行為を防止するための措置; 

(2) 機器警報及び/又は情報警告を通じての存在の検知又は規制上の管理を外れた核
物質又はその他の放射性物質が関わる核セキュリティについての犯罪行為又は

不法行為の兆候の検知、及び; 特に: 

• 国の検知戦略の策定 

• 検知システムの確立 

• 核セキュリティ事案が発生したかどうかを決定するため、機器警報及び情報
警告の初期評価を速やかに行なうこと 

(3) 核セキュリティ事案への対応、特に; 

• 所管当局への通知 

• 核セキュリティ事案の確実性及び潜在的影響の評価 

• 核物質又はその他の放射性物質の発見、同定、区分分け及び特徴把握 

• 当該物質を厳重管理すること及び装置の無効化のような核セキュリティ事
案に適切なその他の対応措置の適用 
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• 回収、拘束及び/又は押収及び当該物質を規制上の管理下に置くこと 

• 当該物質が関わる核セキュリティに関する犯罪行為又は不法行為に関係す

る、核鑑識措置の適用を含む、証拠の収集、保全、保管、輸送及び分析 

• 犯罪容疑者の逮捕及びその後の訴追又は引渡し 

 

 

3. 規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性
物質のための国の核セキュリティ体制 

総則 

3.1. 国の核セキュリティ体制の不可欠な要素は、規制上の管理を外れた核物質及びその

他の放射性物質に関する核セキュリティ勧告が適用され得るものであり、必要に応じて、

国の核セキュリティ体制の確立及び実施においても参照されるべきである。 

国の役割と責任 

3.2. 全体的な枠組みの一部として国は、すべての規制上の管理を外れた核物質又はその

他の放射性物質が関わる核セキュリティについての犯罪行為又は不法行為の検知と対応
を管理する効果的かつ効率的な行政上、司法上、立法上及び規制上の枠組みを確立し維

持すべきである。責任は、核セキュリティの様々な要素を実施するために明確に定義さ

れるべきであり、また 3.15 項～3.18 項に記述されるように、所管当局に割り当てられる

べきである。 

3.3. 核セキュリティを管理するための立法上及び規制上の枠組みを確立する際に、国は

核セキュリティに関わる犯罪行為又は不法行為と思われる行為を定義すべきである。 

3.4. 国は、国際条約、協定及び法的拘束力のある国連安全保障理事会決議と整合して核
物質又はその他の放射性物質の意図的な、無許可の取得、所有、使用、移転又は輸送を

含めて国内法の下で刑事犯罪を確立すべきである。 

3.5. 国は、さらに 3.4 項に記述されるような脅威又は犯罪の企ての未遂を刑事犯罪とし

て確立すべきである。 

3.6. 国は、核セキュリティに関わる不法な詐欺(scam)又はいたずら(hoax) 4を、刑事犯罪

                                                 
4 歴史的に、詐欺及びいたずらは、不正取引事件の一部を構成する。核物質又はその他の放射性物質の不

在にもかかわらず、そのような詐欺及びいたずらは、密輸出入者によって利用される可能性のある潜在的

な脆弱性を顕在化させる対応を必要とする可能性がある。詐欺といたずらは、当該物質の密輸出入が利益

になるかもしれず、この物質の犯罪的又は無許可の所有を奨励する可能性があるとの確信を持ち続ける可

能性がある。 
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として確立することを考慮すべきである。 

3.7. 国は、犯罪が、その国の領域で、又はその国で登録された船舶内又は航空機内にお

いてなされる場合、又は犯罪容疑者がその国の国民であるか、又は犯罪容疑者がその領

域内に居てかつその国が犯罪容疑者を引き渡さない場合に、核セキュリティ事案に関連

したすべての犯罪行為に対するその裁判権を確立すべきである。 

3.8. 有効かつ持続可能な検知及び対応措置は、国のいくつかの独立した所管当局によっ

て実施される多くの専門分野にわたる構造基盤に依存する。国は、適切な協力、調整、

情報交換及び多数の所管当局を横断する活動及び明確に定義される責任の統合を確実に

すべきであり、また、3.12 項～3.14 項に記述されるような、調整機関の役割をする既存

の政府組織、委員会又は組織を確立するか又は同定すべきである。核セキュリティ措置
を実施する際に、国は、脅威評価の結果を考慮に入れるべきである。 

3.9. 国は、連邦、州、及び地方当局の異なるレベル及び管轄権の中で効果的な調整を確

実にすべきである。 

3.10. 国は、核セキュリティ文化を促進するべきである。核セキュリティ文化の根本は、

信憑性のある脅威が存在する、核セキュリティの維持が重要である、個人の役割が重要

であることを認識することである。国は、関連する核セキュリティ措置に責任を持つ各々

の所管当局が、必要な訓練及び演習とともに核セキュリティ文化を構築し、かつ警報又

は警戒態勢の管理、及びすべての核セキュリティ事案の影響に対処するために適切な資

源を有することを確実にすべきである。 

3.11. 国は、本文書中で概説されるすべての核セキュリティ事案に関して他国及び関係す

る国際機関との効果的な協力を確実にすべきである。特に、国は、当該行為の検知と対
応に関するすべての事項に係る国としての連絡窓口を指名し、他国及び関連する国際機

関に対し示すべきである。 

調整機関又はメカニズム 

3.12. 規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質が関わるすべての核セキュ

リティ活動は、国の法律及び規則に従って機関5又は効果的なメカニズムによって調整さ

れなければならない。 

3.13. 調整機関又はメカニズムを通じて国は、所管当局の役割及び責任が明確に定義され

及び可能性のある矛盾点が同定され解決されることを確実にすべきである。特に、調整

機関又はメカニズムは、国の検知戦略、対応計画、手続き、それぞれの活動のために必

要な構造基盤、また必要に応じて、国レベルでの訓練活動の調整、演習及び実地演習に

ついてレビューすべきである。 

                                                 
5 調整機関の例は、すべての所管当局の代表者からなる委員会である。国が連邦構造を有する場合、連邦

及び州レベルで調整機関を設立することができる。 
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3.14. 調整機関又はメカニズムを通じて国はとりわけ以下のことをすべきである。 

- 利用可能な資源の中で多層の深層防護手法に基づいた包括的な国の検知戦略の

策定を確実にすること。 

- 脅威に比例した等級別手法を用いて及び利用可能な資源に基づいたすべての核
セキュリティ事案についての国の対応計画の策定を確実にすること。 

- 国の検知と対応システムの策定及び実施を監督すること。 

- 定期的に可能性のある核セキュリティ上のギャップ及び必要な資源を再評価し

同定すること、並びに適切な是正措置を開始すること。 

- 国内の全体的な調整の一部として所管当局内の連絡先の確立を確実にすること 

- 国内の所管当局内の運用情報の共有を促進すること。 

- 各々の核セキュリティ事案についての一連の包括的な記録と信頼性の確立及び

維持を確実にすること、並びに共通の報告及び通知様式を用いたすべての当該事

案に関する所管当局内での情報の交換を促進すること。 

- 他国の関連する当局及び国際機関との適切な調整及び協力を確実にすること。 

所管当局 

3.15. 所管当局6は、国の核セキュリティ体制に関係するその権限領域内での検知と対応
の措置の整備及び実施に関する責任を有するべきである。 

3.16. 所管当局の機能は、とりわけ次を含むべきである。 

- 国の検知戦略及び国の対応計画の策定への貢献 

- 国の検知システム、評価手続き及び国の対応計画の策定、運用及び維持、並びに

関連活動の実施及び試験に必要な資源の提供。 

- 核セキュリティの検知と対応措置の実施に関係するすべての職員への適切な訓

練及び情報の提供 

- 検知と対応の能力を維持し、機器の維持、職員の訓練、演習及びプロセスの改善

を取り扱う健全な運営を通じて運用上の準備を確実にすること 

- 検知と対応の手続き及び責任の有効性を確実にする一部分としての、規定される

調整機関、その他の所管当局及び二国間及び多国間の相手国との協力 

3.17. 所管当局は、すべての核セキュリティの局面に関係のある所管当局の有効性の強化

を視野に入れて、国内の規制上の管理下にある核物質及びその他の放射性物質の核セキ

ュリティについての関連する情報交換において協力すべきである。さらに、必要に応じ

                                                 
6 機関又は公共団体が許認可を受けた者として核セキュリティ機能を実施する場合、それは所管当局とし

ての行為であるとは見なされない。 
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て、所管当局は、他の国々の相手方とも協力すべきである。 

3.18. 規制当局は、核物質又はその他の放射性物質が、規制上の管理を外れていると報告

される場合、つまり、紛失、行方不明又は盗取された場合、適切な処置を取るべきであ

る。特に所管当局は、核セキュリティに関わる犯罪行為又は不法行為の疑いの場合には

その他の所管当局に即座に通知すべきである。 

国の脅威評価 

3.19. 国の検知戦略、国の対応計画及び核セキュリティシステムの設計について、国は、

戦略的地点を同定し、規制上の管理を外れた核物質又はその他の放射性物質が関わる核

セキュリティについての犯罪行為及び不法行為に対する国の脅威評価を実施すべきであ

る。所管当局は、とりわけ次について考慮し、共に緊密に作業すべきである。 

- 物品の国境を越えた移動及び輸送中及び人の移動への脅威 

- 戦略的地点への脅威 

- 規制上の管理下にある核物質及びその他の放射性物質の犯罪的な又は不法な奪

取への地点及び脆弱性及びその悪用の影響 

- 核セキュリティに関わりのある犯罪行為又は不法行為についてこの物質を獲得

又は使用しようと望むか又はそれを国の領域外から、領域内へ又は領域を通って

輸送する潜在的な犯罪者の意図及び能力 

3.20. 国は、その国の情報セキュリティ方針及び規則、並びに国際的責務に従って、国内

的及び国際的の両方で、核セキュリティに関連する脅威情報についての信頼性のある適

時の交換のための手続きを確立すべきである。 

3.21. 国は、次の点を組み合わせてその国の脅威評価及びリスク情報を活用した手法に基

づいて優先順位を割当て、検知と対応システムを設計すべきである。 

- その領域内及び領域外の両方の核セキュリティに関わる犯罪行為又は不法行為

に対する脆弱性 

- 核セキュリティ脅威について同定された標的の相対的な不正利用価値 

- 核物質又はその他の放射性物質の使用に関わる核セキュリティについての犯罪

行為又は不法行為の可能性のある影響 

- 脅威又は脆弱性の可能性のある展開 

3.22. 国は脅威評価を定期的に及び必要が生じた場合に更新すべきである。特に、国はい

かなる主要な公的行事に対しても脅威評価を行う責任があることを認識すべきである。 

 



9 
 

 

4. 予防措置に関する勧告 

抑止 

4.1. 国は、国の政策、法律及び規則に従って核セキュリティに関わる犯罪行為又は不法

行為を思いとどまらせるための措置を導入することを考慮すべきである。 

4.2. 国は、核セキュリティに関わる犯罪行為又は不法行為についてのその法律の下で確

立される犯罪が、国際条約、協定及び法的拘束力のある国連安全保障理事会決議と整合

して、その重大性を考慮した適切な罰則によって処罰されることを確実にすべきである。 

4.3. 国は、核物質又はその他の放射性物質が関わる犯罪行為又は不法行為を思いとどま

らせるために貢献する可能性のある押収した物質の起源及び履歴の決定に際して当局を

支援するために核鑑識を用いることを考慮すべきである。核鑑識は、6.16 項で議論され

る対応措置の重要な要素でもある。 

4.4. 国は、4.5 項～4.9 項で議論される国の情報セキュリティ方針に従って、検知能力、

脅威環境及び罰則に関する情報を含めて、抑止力の一部として適切な情報の公衆への普

及を考慮すべきである。 

情報セキュリティ 

4.5. 国は、機微情報に関する国策を定義し、規制上の管理を外れたすべての核物質及び

その他の放射性物質の使用に関わる核セキュリティについての犯罪行為又は不法行為に

対する検知と対応のためのシステムに関係する情報セキュリティのための様々な所管当
局に対する責任を割り当てるべきである。これは、情報セキュリティに関するその他の

国内政策から導かれ、統合されるべきである。 

4.6. 国は、どのような核セキュリティ情報が可能性のある犯罪者によって悪用される可

能性があり、よって防護する必要があるかを規定すべきである。特に、検知及び対応シ
ステム及び関連する手続きについての情報は、適切に防護されるべきである。 

4.7. 機微情報に関する国策を定める場合、法執行機関職員、その他の対応者及び所管当
局の職員が、彼らの任務を実施するために十分な情報にアクセスすることを確実にする

ように考慮がなされるべきである。 

4.8. 情報セキュリティに関する国策には、その他の国、特に近隣諸国及び関係する国際

機関と検知と対応のシステム及び手順に関して、何の及びどの様に情報が共有されるか

についても詳述すべきである。核セキュリティ事案に関する他の国との情報交換につい

ては、第 7 章で取り扱われる。 

4.9. 各々の所管当局は、情報セキュリティ政策を有すべきであり、機微情報の秘密保持
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及び健全性を防護するため、並びに知る必要のある者のみが知る(need-to-know)との原則

に基づき国の内外のその他の所管当局への当該情報の開示のための規則を確立すべきで

ある。所管当局は、すべての関係する職員が、情報セキュリティについての手続きにつ

いて訓練されることを確実にすべきである。 

職員の信頼性確認 

4.10. 個人のプライバシー及び職務資格に関する国の法律、規則又は方針を考慮して、所
管当局は、検知と対応分野の核セキュリティ活動に係る職員が、その役目に応じた適切

なレベルまで、公式なプロセスにより明らかに信頼性があると判断できることを確実に

すべきである。この公式なプロセスは、違法行為に関与する許可された職員、例えば内

部脅威者のリスクを低減することを支援する役割をすべきである。国は、職員の個人の

信頼性が定期的に再確認されることを確実にする措置及び手続きを採用すべきである。 

4.11. 国は、個人の信頼性確認プログラムのための核セキュリティ文化に関連する要素を

実施するべきである。 

 

 

5. 検知措置に関する勧告 

総則 

5.1. 国は、規制上の管理を外れた核物質又はその他の放射性物質が関わる核セキュリテ

ィについての犯罪行為又は不法行為の検知のための国家戦略を策定すべきである。国の

検知戦略は、理想的には調整機関による監督を伴って、割当てられた責任に従って所管
当局によって調整され、実施されるべきである。 

5.2. 規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質の検知は、機器警報又は情報
警告によって達成することができる。国は、これらの指標に基づいて核セキュリティシ
ステムを設計し実施すべきである。 

5.3. 国は、検知措置が、(第 6 章に記述されるような)有効な対応措置によって支援される

ことを確実にすべきである。 

5.4. 指定された出域及び入域の場所は通商のために重要である。従って、国は有効に核
セキュリティ措置を実施する一方で物品と人々の合法的な移動への影響を可能な限り最

小化することを考慮すべきである。 

5.5. 核物質又はその他の放射性物質の不法移転を防止し、関連する文書の偽造を検知す

るために、国は、所管当局が、文書の認証及び許可された運搬についての輸送物の標識

についての措置を適用する権限、及び状況が必要とする場合に応じて、適切な手段によ
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る核物質又はその他の放射性物質の許可された運搬の申告された内容物の確認のための

権限を有することを確実にすべきである。 

機器による検知 

5.6. 国の脅威評価を用いて、所管当局は、規制上の管理を外れた核物質及びその他の放
射性物質の機器による検知のための核セキュリティを確立すべきである。検知システム
は、多層の深層防護手法及び当該物質が国内又は国外からの両方で発生する可能性があ

るとの前提に基づくとともに、必要な検知能力及び検知機能を提供すべきである。 

5.7. 利用可能な資源の優先順位を考慮に入れて、所管当局は以下を考慮して、適切な機

器の開発計画を展開すべきである。 

- 検知の可能性が最大となる場所での、又は核物質又はその他の放射性物質が生産、

使用、貯蔵、集約又は処分される場所のすぐ近くでの国の領域内の輸送経路 

- すべての戦略的場所の存在 

- 国内及び国際的な基準及び技術手引きに従った、検知機器の運用上及び検知性能

上の仕様 

- 公的に指定されている及び指定されていない両方の、出域及び入域の場所での検
知機器に関する能力、制約及び制限 

- 情報警告に関係のある法執行機関の運用を支援する検知要件 

- 核物質又はその他の放射性物質を使用した核セキュリティに関わる犯罪行為又

は不法行為に脆弱であると考察される公的行事又は戦略的場所のような国にと

って重要な行事での放射線の検知 

5.8. 所管当局は、次の要素が機器の配備計画に含まれることを確実にすべきである。 

- 初期の設置、較正、及び機器の受入試験；維持手順の設定；並びに使用者及び技

術支援職員の適切な訓練及び資格認定 

- 規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質の放射線サーベイ又は放
射線探査を実施するためのシステム及び手続き 

- 機器警報のしきい値レベルの定義 

- 最初の警報評価の実施並びにサイト上で解決することができない警報の評価に

専門家からの技術支援を得ることを含む、特定地域に合わせた変更、核物質及び

その他の放射性物質の同定、区分分け及び特性記述のようなその他の第 2 の検査

活動のためのシステム及び手続きの確立 

- 職員の訓練、機器の維持、発見された物質の安全かつ厳重な配置及び対応手続き

の文書化を含む、有効な検知を確実にするための構造基盤を支援するための準備

及び維持 
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5.9. 戦略的場所での核セキュリティに関わる犯罪行為又は不法行為を防止するため、特

に、主要な公的行事の最中に、所管当局は、核物質及びその他の放射性物質のために区

域の放射線サーベイを実施し、当該行事前にその区域を厳重管理し、当該イベントの最

中に出入口及びその他の戦略的場所で検知と対応の措置を適用することを考慮すべきで

ある。 

5.10. 所管当局は、核セキュリティ文化を策定し、かつ検知機器を操作する責任を負うす

べての者が、信頼性があると判断され、十分に訓練され、機器の使用に際して十分に熟

練し能力があり、測定された値の重要性及び規定された状況下で取るべき活動が何かを

理解することを確実にすべきである。 

情報警告 

運用情報 

5.11. 検知措置の一部として、国は、国内の核物質又はその他の放射性物質が関わる核セ

キュリティについての犯罪行為又は不法行為を企てる意図を示す核物質又はその他の放
射性物質が関わるすべての脅威、疑わしい活動又は異常を同定することを目的とする運

用情報を、継続的に収集、保管及び分析するべきである。国は、さらに他の国とも、す

べての脅威についてのよりよい理解のために情報を提供及び獲得するように協力すべき

である。 

5.12. 国は、規制上の管理を外れた核物質又はその他の放射性物質が関わる可能性のある

すべての疑わしい又は異常な活動を、所管当局に報告する者を奨励する方針を策定すべ

きである。 

5.13. 所管当局は、物質に関連したリスクについて公衆を教育し、行方不明、盗取又は喪

失した当該物質に関して公衆に情報提供し、不適当な公衆の関心が引き起こされないよ

うに気を付けつつ、物質について公衆からの情報を引き出す目的でニュースメディアへ

の情報の普及に関する方針を策定することを考慮すべきである。 

医学的監視 

5.14. 検知措置の一部として、国は、国内の公衆衛生報告方針、すべての疑わしい放射線

傷害又は病気の発生に従って、直ちに関係する所管当局に保健専門家、医療機関及び保

健機関が報告することを必要とする手続き及び手順を実施すべきである。 

5.15. 国は、検知措置の一部として医学的監視からの情報収集及び分析を含めるべきであ

り、必要に応じて、すべての報告書は、傷害又は病気の原因及び影響を決定するために

関連する所管当局によって調査されるべきである。 

5.16. 国は関連する保健専門家の訓練の一部として放射線傷害又は病気の同定を含める

ことを考慮すべきである。 
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規制上の不適合の報告 

5.17. 規制上の責任を有する所管当局は、核セキュリティに関係のあると彼らが疑問に思

うすべての規制上の不適合を直ちに報告することを許認可を受けた者に要求すべきであ

る。所管当局は、当該報告によって結果として生じる核セキュリティに関わる犯罪行為

又は不法行為を防ぐ目的で事案を評価しその他の所管当局に警告することができるであ

ろう。 

5.18. 規制上の責任のある所管当局は、核セキュリティに関わる彼らの規制上の不適合を

報告するように許認可を受けた者を支援するための手続き及び手順を策定すべきである。 

規制上の管理の喪失の報告 

5.19. 国は、所管当局が、許可を受けた核物質又はその他の放射性物質が紛失、行方不明

又は盗取されたと直ちに報告することを許認可を受けた者に要求することについて法的

に権限があることを確実にすべきである。当該報告は、核セキュリティに関わる潜在的

な犯罪行為又は不法行為の情報警告による検知と見なされるべきである。 

5.20. 国は、核物質又はその他の放射性物質に関係する許可証を発行するすべての所管当
局が、当該物質が、紛失、行方不明又は盗取された報告を受け取り、その他の関連する

所管当局に速やかに通知することを確実にすべきである。 

5.21. 税関及び国境管理に関係する核セキュリティ措置の実施に責任を負う所管当局は、

規制当局を含めて、その他の関連する所管当局に対して規制上の管理下にないすべての

核物質又はその他の放射性物質の検知を報告すべきである。 

機器警報及び/又は情報警告の最初の評価 

5.22. 機器警報又は情報警告は、最初の評価の実施に結びつくべきである。関連する所管
当局は、指名された職員、及び必要に応じて、その他の指名された組織によって、機器
警報及び情報警告の両方の最初の評価のための、手続き及び手順の確立を確実にすべき

である。 

5.23. 機器警報又は情報警告を通じた検知に際して、関連する所管当局は、核セキュリテ

ィに関わる可能性のある犯罪行為又は不法行為を禁止及び阻止する目的で手続き及び手

順を実施すべきである。 

5.24. 核セキュリティ事案が生じたとの決定的な初期評価に際して、関連する所管当局は、

対応活動を開始すべきである。初期評価が決定的でない場合、6.7 項～6.10 項に記述され

るように、更なる評価がなされるべきである。 
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検知措置の維持 

5.25. 所管当局は、検知措置の維持に関連した政策、運営慣行及び手続きを考慮すべきで

ある。彼らは、健全なプログラム管理システム及び慣習を適用し、進展する脅威及び資

金の制約の変化を考慮して、時間局面の計画を管理すべきである。これらの考慮には、

検知措置を実施し維持するのに必要な予算及び職員の配置を含んでいるべきである。 

 

 

6. 対応措置に関する勧告 

総則 

6.1. 必要に応じて法的文書を用いて、国は、規制上の管理を外れた核物質又はその他の

放射性物質が関わる核セキュリティに関わる犯罪行為又は不法行為に対応するための国

の対応システム7を開発すべきである。 

6.2. 国は、様々な対応措置の実施に対する責任が、有効にこれらの作業を行うのに十分

な資源と共に、関連する所管当局に割当てられていることを確実にすべきである。 

6.3. 国の対応システムの実施は、様々な対応措置を概説する国の対応計画(計画)8の中で

文書化されるべきであり、また理想的には調整機関によって調整されて、様々な所管当
局によって論理的に実施されるべきである。 

6.4. 国は、様々な可能性のある核セキュリティ事案及び異なる影響の程度に対応するた

めに等級別手法を採用すべきである。適切な対応及び引き続く活動を決定するために、

国は、健康と安全の懸念、背景的な要因及び核物質又はその他の放射性物質に基づいて、

核セキュリティ事案を迅速に等級分けするために自国の国の能力を開発するように努力

すべきである。 

6.5. 所管当局は、核セキュリティ文化を策定すると共に適切な装備と訓練された職員に対

する国の対応計画の実施の責任を割り当てるべきである。 

6.6. 核セキュリティ事案については、責任のある所管当局は、人の健康及び環境への放

射線影響を緩和し最小化するために国際、連邦政府、州及び地方レベルで安全な緊急時

                                                 
7  対応システムは、一連の対応措置を統合したものである。対応は、2 つの段階から成る。第 1 段階はそ

の最初の評価が決定的でない場合、機器警報又は情報警告の最初の評価の継続である評価段階である。評

価プロセスの成果は警報又は警告が誤り又は潔白であると決定されない場合、核セキュリティ事案が生じ

たという決定になるであろう。対応の第 2 段階は、国の対応計画の実施を通じた核セキュリティ事案の管

理である。 
8 連邦構造を有する国では、対応は、国レベルだけでなく連邦レベルでも確立されることができる。 
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対応活動を補完し支援するべきである。所管当局の調整は、現場での効果的な対応にと

って重要である。 

機器警報の評価 

6.7. 所管当局は、最初の評価が確実でない場合、機器警報の課題を解決することができ

る技術職員、指名された専門家及び支援組織の役割及び責任を定めるべきである。 

6.8. 関係する所管当局は、核セキュリティ事案が発生したか否かの決定に帰着すべき機
器警報の最終的な決定のための手続き及び手順の確立を確実にすべきである。核セキュ
リティ事案の決定は、等級別手法を用いる関係する所管当局による国の対応計画の発動

に結びつくべきである。 

情報警告の評価 

6.9. 所管当局は、初期の評価が決定的でない場合、役割と責任を明確にして、指名され

た専門家及び支援組織からの必要な支援を得るべきである。 

6.10. 関連する所管当局は、核セキュリティ事案が発生したか否かの決定に帰着すべき情
報警告の評価のための手順及び手続きの確立を確実にすべきである。核セキュリティ事
案の決定は、等級別手法を用いて関連する所管当局による国の対応計画の発動に結びつ

くべきである。 

核セキュリティ事案の通知 

6.11. 機器警報又は情報警告の評価が、核セキュリティ事案の決定に帰着次第直ちに、関

連する所管当局の通知が実施されるべきである。彼らの対応機能を開始するために、所
管当局は、6.4 項に記載される等級別手法を考慮してすべての核セキュリティ事案につい

て国内のその他の関係する所管当局に通知すべきである。 

6.12. 核セキュリティ事案の場合には、7.1 項～7.5 項に記述されるように、国は直ちに、

国際取決め及び/又は国策に従って関連する国際機関及びその他の国に通知すべきであ

る。 

核セキュリティ事案の証拠の収集及び取り扱い 

6.13. いかなる核セキュリティ事案の場所に対しても、必要に応じて、潜在的な犯罪現場

として管理されるべきである。所管当局は、核物質又はその他の放射性物質に対する管

理の回復への関係者、安全と犠牲者を扱う関係者、及び可能性のあるその後の起訴のた

めの証拠収集への関係者の間での調整を確実にするべきである。 

6.14. 所管当局は、対応に関与する者が、適切に資格を与えられ訓練されるべきであり、

必要に応じて、放射線学的な犯罪現場管理の作戦構想及び基本概念、証拠収集及び放射

線防護について承知していることを確実にすべきである。 
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6.15. 犯罪現場の職員は、ニュースメディアの興味の可能性について承知しているべきで

ある。所管当局は、安全とセキュリティに関係する情報を含めて、ニュースメディアへ

の情報の適切かつ適時の普及のための計画を作るべきである。 

核鑑識 

6.16. 国は、証拠保全を考慮に入れて、出所、履歴及び移転の経路の同定の目的で、物質

の量及び性質に基づいて等級別手法を用いて、押収した核物質又はその他の放射性物質
にその指定された研究所で核鑑識技術を適用すべきである。可能であれば、押収した物

質は、サイト内で区分分け9され、かつ指定された研究所で特徴付け10されるべきである。

さらに、必要に応じて、従来の科学捜査も汚染された証拠について指定された研究所で

適用されるべきである。 

核セキュリティ事案のための国の対応計画 

6.17. 核セキュリティ事案を管理するために、国は、とりわけ、国の放射線学的緊急時対

応計画[9]と組み合わせて包括的な国の核セキュリティ事案のための対応計画を有するべ

きである。計画は、次の役割を果たすべきである。(1) 迅速かつ効果的な対応のために必

要とされる互換性のある運用上のツール（例えば、互換性のある通信連絡システム）の

確立のための基礎、及び(2) すべての必要な準備及び対応作業が適切に資源を割り当てら

れかつ支援が与えられていることを確実にするための所管当局に対するガイド 

6.18. 国は、核セキュリティ事案への対応計画について次を確実にすべきである。 

(a) 次のステップを含めて、核セキュリティ事案への対応についての所管当局の役割及

び責任を果たすための様々な所管当局の準備についての計画を記述すること 

- すべての関連する所管当局への通知及び始動 

- すべての関係する国際機関及び潜在的影響を受ける国への通知 

- 様々な組織及び指揮命令部署の調整、及び連邦政府、州及び国の対応組織を含め

た核セキュリティ事案の管理 

- 核物質及びその他の放射性物質の場所の特定及び区分分け 

- 拘束及び/又は逮捕、物質の回収及び管理又は任意の無害な脅威又は関連装置の

提出 

- 証拠の収集、厳重管理及び解析 

                                                 
9 区分分けは、核セキュリティの関係、並びに第 1 対応者、法執行職員及び公衆の安全への押収した物質

のリスクを同定するためになされる。 
10 特徴付けは、放射性物質及び関連する証拠の性質を決定するために行なわれる。基礎的な特徴付けは、

主要成分、副次成分及び微量成分を含めて、核物質及びその他の放射性物質の十分な元素分析を含む。放
射性物質のその主要成分については、必要に応じて、基礎的な特徴付けにはさらに同位体分析及び位相分

析(つまり、分子分析)を含むであろう。基礎的な特徴付けはさらに物理的な特徴付けを含んでいる。 
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- 輸送、運搬、貯蔵又は廃棄のための、すべての核物質又はその他の放射性物質の

隔離、区分、輸送物及び文書、並びに適切な規制上の管理の下へ置くこと 

- 関連する調査の開始 

(b) 統合された指令を伴う適切な命令系統、核セキュリティ事案に効果的に対応するた

めの管理及び通信システムを含むこと。現場での対応を指揮するために割当てられ

た一人の者又は一つの所管当局が好ましい。 

(c) それぞれの役割、責任及び手続きに関する関連情報の交換を含めて所管当局内の調

整についての規定を有すること 

(d) 医療業務、危険物の取り扱い、放射線防護及び安全[10, 11]及びその他の技術的な支

援組織のための所管当局、核鑑識及び従来の科学捜査研究所についての役割、責任

及び手続きを記述すること 

(e) 必要に応じて、調整され、理解可能で、かつ一貫した方法での、ニュースメディア

及び公衆に知らせるための準備。 

(f) 国の輸送安全及びセキュリティ規則及び要件、又は当該国の要件又は規則がない場

合「IAEA放射性物質安全輸送規則」[12]に従ってすべての押収又は回収された核物
質又はその他の放射性物質の輸送についての規定を含むこと。 

(g) 核セキュリティ事案のための地方レベルでの標準的運用手続きの概念を同定するこ

と。さらに、必要に応じて、すべての地方レベルの対応計画は計画に統合されるべ

きである。 

(h) 既存の国の放射線学的緊急時計画、放射線学的な緊急時の対応手続き及び関連する

IAEA 安全基準[9-11]を考慮に入れること。さらに、計画は、核に関わらない緊急時

対応のための準備と調整されるべきである。 

(i) 複数のかつ同時に起こる核セキュリティ事案の可能性を組み入れること。それに加

えて、計画は効果的な対応能力の行使を遅らせる対応インフラの混乱の可能性を組

み入れるべきである。 

(j) 核物質及びその他の放射性物質の回収のための支援、機器及び核鑑識を提供するた

めに、必要に応じて、計画は、国内的及び国際的の両方で要請のためのメカニズム

を組込むこと 

準備 

6.19. 所管当局は、適切な手続きの可用性を含めて、核セキュリティ対応資源の準備を確

実にするべきである。 

6.20. 国は、必要に応じて、関連する学んだ教訓又は計画に影響を与える可能性のある変

更を組み入れて、核セキュリティ対応計画を定期的にレビュー、演習及び改訂すべきで

ある。 
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6.21. 国は、信憑性のあるシナリオを用いる計画の下で訓練を実施すべきである。所管当
局は、計画の実効性を評価するため、定期的な間隔での実地演習及び練習を実施すべき

である。可能な場合は、国は、地域的及び国際的な実地演習及び練習に参加することを

考慮すべきである。 

6.22. 所管当局は、人的資源の有効性及び彼らの訓練を確実にすべきである。特別の注意

が、次の適切な職員の訓練及び試験について与えられるべきである。 

- 核セキュリティ事案への対応に引続く手続き 

- 対応活動のための機器の使用 

- 核物質及びその他の放射性物質の同定、安全な取り扱い、回収及び梱包 

- 危機管理及び情報連絡 

- 放射線医学的な犯罪現場管理、従来の犯罪現場管理における核物質及びその他の

放射性物質の存在の関与及び証拠に対する犯罪科学的ルール 

- 対応職員の放射線防護 

- 放射線傷害の同定 

- 公衆及びニュースメディアへ提供する情報についての手続き 

6.23. 所管当局は、同時及びその他の進行中の事案の可能性及び関連する脅威を評価する

ためのすべての利用可能な情報の分析を考慮すべきである。所管当局は、核物質及びそ

の他の放射性物質に関する多数の核セキュリティ事案に対応するために十分な資源の利

用可能性を確実にすべきである。 

対応措置の維持 

6.24. 所管当局は、対応措置の継続性を確実にすべきである。これには、定期的な予防保

全、試験及び較正を含む対応機器のためのしっかりとした維持計画を含むべきである。 

 

 

7. 国際協力に関する勧告 

核セキュリティ事案に関する情報交換 

7.1. 国は、3.11 項に記載される役割及び責任の指名並びに 4.5 項～4.9 項に記載される情

報セキュリティ措置を考慮して、国際的義務及び国内法に従って核セキュリティ事案に

関する正確かつ検証された情報を交換すべきである。国は、互いに直接、必要に応じて

IAEA 又は国連又はその他の関連する国際機関を通して、あるいは核セキュリティ事案の

検知及び対応についてのその連絡先を通して、確認及び連絡しあうべきである。 
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7.2. 国は、国際的義務及びその国の法律に従って、核物質又はその他の放射性物質が関

わる核セキュリティ事案の場合、あるいはその差し押えを IAEA、国連又はその他の関連

する国際機関11に通知するべきである。 

7.3. 国は、その国際的責務及び国の法律に従って、二国間又は多国間のメカニズムを通

して潜在的に影響を受ける国に対して、国境を超える可能性のある影響とともに、核物
質又はその他の放射性物質に対する管理のあらゆる喪失、あるいはその他の核セキュリ
ティ事案に関する情報を提供すべきである。 

7.4. 国は、その国際的義務及びその国内法令に従って、適用される地域的な及び国際的

な情報データベースに参加すべきであり、関連する核セキュリティ事案を報告すべきで

ある。その一つの事例が、IAEA の不正取引データベース(ITDB)である。 

7.5. 国は、関連する核セキュリティ事案後に学習された教訓についての情報を交換する

ことを考慮すべきである。 

技術協力及び支援 

7.6. 要請及び情報セキュリティ要件に従って、国は、別の国の検知と対応の能力を強化

する目的で機器の機能的及び技術的仕様並びに性能データを交換することを考慮すべき

である。国は、当該情報交換のための手順及び手続きを策定し、共通のデータ様式の開

発を検討すべきである。 

7.7. 国は、出域及び入域の場所を含めて、他国のそれらと共にその税関及び他の国境警

備当局の協力を促進すべきである。国は、指定した及び指定されていない出域及び/又は

入域の場所での検知能力及び専門的知識を調整又は共有することができる。 

7.8. 国は、必要に応じて、国際、地方及び国レベルで核セキュリティに関連する共同の

実地演習及び訓練イベントを実施するか又は参加することによって、及びそれぞれの国

の対応計画を調整することによって、準備を強化することを考慮すべきである。 

7.9. 国は、例えば、核セキュリティ措置を必要とする主要な公的行事について、他国に

よる要請に応じて専門知識及び設備を含む支援を提供することを考慮すべきである。 

7.10. 国は、検知と対応についての技術的能力を改善するために、他国及び国際機関から

の支援を要請することを考慮すべきである。さらに、国は核セキュリティ事案が発生し

ている間に支援を要請することを考慮すべきである。 

                                                 
11 その他の関連する国際機関には、とりわけ、国連、IAEA、ICPO-INTERPOL、欧州刑事警察機構、WHO、

WCO 及び IMO を含む。例えば、犯罪情報及び関連事案は、INTERPOL 国家中央事務局(NCB)を通じて

ICPO-INTERPOL に報告されなければならない。 
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刑事犯罪に関する協力 

7.11. 関係する二国間及び多国間の文書の締約国は、核セキュリティ事案に関係する刑事

訴訟に関する有効な協力を提供するために相互の法的な支援及びその他の当該文書中の

規定を必要に応じて国内法の枠組みの中で提供し用いるべきである。 

押収品の回収及び返却 

7.12. 規制上の管理を外れた核物質又はその他の放射性物質の場所の特定、押収、回収又

は別の方法で取得した国は、物質を安全かつ厳重に貯蔵すべきであり、その後、必要に

応じて、物質の安全かつ厳重な返却を準備するために、規制上の管理を喪失した国と協

力すべきである。物質を保持する国によって講じられる措置は、その国策、手続き及び

適用される二国間及び多国間の取決めに整合しなければならない。 

7.13. 出域又は入域の場所での規制上の管理を外れた核物質又はその他の放射性物質の

検知について、国は、規制上の管理へと物質を戻すために発生国とその他の関連する国

と協働すべきである。国は、その場合の状況及び物質の性質に依存して当該対応のため

に等級別手法を適用すべきである。 

核鑑識支援 

7.14. 国は、線源及び移転の輸送経路を決定するため及び規制上の管理の喪失を調査する

ため核鑑識技術を適用すべきである。調査は、原産地、履歴、核物質又はその他の放射
性物質の輸送経路を同定するための国々の間の協力を必要とするかも知れない。核鑑識

に関する協力は、国内の法律、規則及び政策に従うべきである。 

7.15. 国は、核鑑識の実施能力及び科学捜査支援の潜在的な必要性を評価すべきである。

十分な核鑑識の専門知識及び能力のない国は、核鑑識分析及び解釈の目的のために他の

国又は関係する地域的機関又は国際機関と準備を開始するよう奨励される。さらに、国

は、核鑑識支援を得ることを促進可能な IAEA に相談することもできる。特に、その準

備には次のものを含むべきである。 

- 要求国からの及び支援国の領域内又は多国籍の支援機関への核物質又はその他

の放射性物質の試料又は物品の移転のための措置及び手続き 

- 証拠のルールに関する要請国の国内法、規則及び手続きに従って、その法的妥

当性を確実にするための証拠を保全する措置 

- 規制上の管理の喪失が発生した国及び関係する国の責任を含めた、サンプルの

返却のための手続き 

- サンプル残留物及び分析廃棄物の処分 

- 潜在的に制限された施設及び情報にアクセスするための科学捜査専門家に対す

る認証及び制約 
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- 科学捜査分析の結果の通知に関する国の当局及び国際機関の適切な通知に関す

る規定 

- 守秘義務及び秘密保持に関する規定 

- 実施された科学捜査検査、及び当該検査の結果到達した結論に関する書面又は

口頭での専門家の証明書の準備 

- 核鑑識に関する支援を要求する国によって用いられる国レベルの連絡先 

7.16. 国は、核物質及びその他の放射性物質のその在庫量について核鑑識ライブラリを

確立することを考慮すべきである。これらのライブラリは、国内で生産、使用及び貯蔵

されるすべての物質のデータベースを含んでいるべきであり、また、適用可能な場合、

サンプルと文献のアーカイブによって支援されるべきである。国は、国の領土内で生産、

使用又は貯蔵される可能性のある、回収された核物質又はその他の放射性物質に関する

その他の国の質問に対応することができるべきである。国の法律及び規則に従って、核

鑑識ライブラリを確立する場合、情報セキュリティが評価され、適切な措置が取られる

べきである。 
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定義 

本文書中で使用される用語は以下に定義され、文書中でイタリック体とされる。 

 

許認可(authorization)．関連施設の運転のため又は関連活動を実施するための許認可書の

所管当局による付与。 

許認可を受けた者(authorized person)．許認可証を与えられた自然人又は法人。許認可を
受けた者はしばしば「許認可証保持者」又は「事業者」と呼ばれる。 

所管当局(competent authority)．国によって 1 つ以上の核セキュリティ機能を実施するよ

うに指定された政府組織又は機関。例: 所管当局は、規制当局、法執行機関、

税関及び国境警備隊、諜報機関及び警備機関、保健機関などを含むことがある。 

深層防護(defence in depth)．核セキュリティ脅威からの標的の防護のためのシステム及

び措置の一連の層の組合せ。 

検知(detection)．関連施設又は関連活動又は戦略的場所における核物質又はその他の放射
性物質の許可されていない存在を示す核セキュリティに関わる犯罪行為又は不

法行為又は潜在的な悪意のある行為又は測定の認知。 

検知措置(detection measure)．核セキュリティに係わりのある、犯罪行為又は不法行為を

検知することを意図する措置。 

検知システム(detection system)．核セキュリティに係わりのある、犯罪行為又は不法行

為の検知に必要な能力及び資源を含めた統合された一連の検知措置。 

等級別手法(graded approach)．核物質、その他の放射性物質、関連施設又は関連活動に

係る又は向けられた犯罪行為又は意図的な無許可の行為、又は核セキュリティ

に悪影響を有する国によって決定されるその他の行為の潜在的影響に比例した

核セキュリティ措置の適用。 

情報警告(information alert)．運用情報、医学的監視、計量上及び荷送人/荷受人の不一致、

国境モニタリングなどを含む、様々な情報源から来る可能性のある、評価を必

要とする核セキュリティ事案を示す可能性のある時間依存の報告。 

機器警報(instrument alarm)．評価を必要とする、核セキュリティ事案を示す可能性のあ

る機器からの信号。機器警報は、携帯型か又は固定位置に配備される装置、並

びに通常の通商取引の拡大のための運用及び/又は法執行上の運用から来る可

能性がある。 

主要な公的行事(major public event)．国が潜在的な標的であると決定した注目を集める
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イベント。 

核物質(nuclear material)．核物質は、IAEA 制定法の第 XX 条に定義されるような特別核

分裂性物質又は核原料物質のいずれかとなるすべての物質として定義される。 

核セキュリティ文化(nuclear security culture)．核セキュリティを支援、強化及び維持す

るための手段としての役割を果たす個人、組織及び機関の特質、姿勢及び振る

舞いの集合体。 

核セキュリティ事案(nuclear security event)．対処しなければならない可能性のある又は

実際の核セキュリティについて影響を及ぼす事案。 

核セキュリティ措置(nuclear security measures)．核セキュリティ脅威が核物質、その他

の放射性物質、関連施設又は関連活動に関わる又は向けられた犯罪行為又は意

図的な無許可の行為を完了することを防止する又は核セキュリティ事案の検知
と対応を意図する措置。 

核セキュリティ体制(nuclear security regime)．以下のものを含む体制。: 

- 核物質、その他の放射性物質、関連施設及び関連活動の核セキュリティを管理する

立法上及び規制上の枠組み、及び管理上のシステム及び措置。 

- 立法上及び規制上の枠組みの実施及び核セキュリティの管理上のシステムを確実に

するための国の責任のもとにある機関及び組織 

- 核セキュリティ事案の防止、検知及び対応のための核セキュリティシステム及び核
セキュリティ措置。 

核セキュリティシステム(nuclear security system)．一連の統合された核セキュリティ措
置。 

出域又は入域の場所(point of exit or entry)．公式に指定される出域又は入域の場所とは、

旅行者、輸送の手段、及び/又は物品が検査される 2 国間の陸地境界、海港、国

際空港上の場所又はその他の場所である。しばしば、税関及び入国管理施設は、

これらの出域及び入域の場所に提供される。指定されない出域又は入域の場所
とは、緑地境界、海岸及び地方空港のような、国によって旅行者及び/又は物品

のために公式に指定されていないすべての空中、陸上及び水上の通過地点であ

る。 

放射線探査(radiation search)．規制上の管理を外れた疑わしい核物質又はその他の放射性
物質を検知、及び同定し、その場所を決定する一連の活動。 

放射線サーベイ(radiation survey)．区域での天然又は人工の放射性物質の放射線のバッ

クグラウンドの地図を描くか、又はその後の探査活動を促進するための活動。 
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放射性物質(radioactive material)．放射性物質は、国内の法律、規則、又は規制当局によ

って、その放射能のために規制上の管理に従うものとして指定されるすべての

物質である。 

規制当局(regulatory body)．許認可書の発行を含む規制プロセスを遂行するための法的権

限を有する国の政府によって指定される 1 つ以上の当局。 

規制上の管理(regulatory control)．安全、セキュリティ及び保障措置に関係する立法上及

び規制上の規定によって要求され、すべての所管当局によって核物質又はその

他の放射性物質、関連施設又は関連活動に適用される、制度上の管理のすべて

の形態。説明: 「規制上の管理を外れた」の用語は、核物質又はその他の放射
性物質が、何らかの理由で管理が不在であるか、又はそれらがもはや存在しな

いかのいずれかの理由で、適切な許可がない状況を記述するために使用される。 

対応(response)．核セキュリティ事案を評価し対応する、国によるすべての活動。 

対応措置(response measure)．警報/警告を評価し、かつ核セキュリティ事案に対応するこ

とを意図した措置。 

対応システム(response system)．警報/警告を評価し、核セキュリティ事案に対応するの

に必要な能力及び資源を含む統合された一連の対応措置。 

機微情報(sensitive information)．いかなる形態であれ、核セキュリティを侵害する可能性

のあるソフトウェア、無許可の開示、変更、改変、破壊又は使用の拒絶を含む

情報。 

戦略的場所(strategic location)．核物質及びその他の放射性物質を用いたテロ攻撃の潜在

的な標的又は規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質の検知のた

めの場所となる、国内におけるセキュリティ上高度に関心のある場所。 

標的(target)．主要な公的行事、戦略的場所、機微情報及び機微情報資産を含めて、核物
質、その他の放射性物質、関連施設、関連活動、又はその他の場所又は核セキ

ュリティ脅威による潜在的な利己的な利用の対象物。 
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